
目医発第917号（保197）

平成20年12月15目

都道府県医師会長　殿

日本医師会長

　唐　澤　祥　人

出産育児一時金の改正について

今般、平成21年1月1日より施行される「産科医療補償制度」の創設に伴い、健康保険

法施行令等の一部を改正する政令（平成20年政令第371号）が公布され、健康保険法、船

員保険法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について、「出産育児一時金」

の改正が行われましたのでご連絡申し上げます。

本改正は、健康保険法施行令第36条、船員保険法施行令第12条、国家公務員共済組合法

施行令第11条の3の7及び地方公務員等共済組合法施行令第23条の4に、下記内容のただ

し書を加えるものであります。　（詳細は、添付資料をご参照ください。）

つきましては、貴会関係会員への周知方ご高配賜わりますようお願い申し上げます。

記

【出産育児一時金の改正（概要）】

財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医

療補償約款に基づく補償（産科医療補償制度）を実施し、さらに、出産に係る医療安全を確

保し、当該医療の質の向上を図るため、特定出産事故（出産に係る事故のうち、出生した者

が当該事故により脳性麻痺にかかり、一定程度の障害の状態となったもの）に関する情報の

収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている病院、診療所、

助産所等による医学的管理の下における出産であると保険者（船員保険の場合：社会保険庁

長官、国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の場合：組合（以下同様））が認める場

合は、35万円に、産科医療補償制度の保険契約に関し追加的に必要となる費用の額を基準

として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が、　「出産育児一時金」

として支給されることとなる。

＜添付資料＞

　・健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成20年政令第371号）

　　（平20．12．5　官報（号外第267号）写し）

　・出産育児一時金制度の見直しについて（厚生労働省）

　　（平20．9．12　第30回社会保障審議会医療保険部会　資料）
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す
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。
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掲
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追
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。
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、
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他
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管
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出
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。
）
に
係
る

事
故
（
厚
生
労
働
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令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
発

生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

当
該
事
故
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
っ
た

　
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し

　
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に

係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
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る
た
め
の
補
償
金

　
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の

保
険
契
約
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す

二
　
出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医

　
　
　
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
の
適
正

　
　
　
か
つ
確
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な
実
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の
た
め
の
措
置
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じ
て
い
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と
。
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す
る
。

　
　
第
十
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者

　
　
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

　
　
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

　
　
る
出
産
で
あ
る
と
社
会
保
険
庁
長
官
が
認
め
る
と
き

　
　
は
、
三
十
五
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
契

　
　
約
に
関
し
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

　
　
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、

　
　
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
社
会
保
険
庁
長
官
が

　
　
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

　
　
一
　
当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に

　
　
　
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い

　
　
　
て
、
特
定
出
産
事
故
（
出
産
（
厚
生
労
働
省
令
で

　
　
　
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る

　
　
　
事
故
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
発

　
　
　
生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
　
当
該
事
故
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
厚
生
労

　
　
　
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
っ
た

　
　
　
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し

　
　
　
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に

　
　
　
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金

　
　
　
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の

　
　
　
保
険
契
約
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

　
　
　
件
に
該
当
す
る
も
の
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
二
　
出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医

　
　
　
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で

　
　
　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す

　
　
　
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
の
適
正

　
　
　
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る

　
　
　
こ
と
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

　
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
七
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者

　
　
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

　
　
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

　
　
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
三
十
五

　
　
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組

　
　
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る

費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
財
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額

と
す
る
。

　
　
当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に

　
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い

　
て
、
特
定
出
産
事
故
（
出
産
（
財
務
省
令
で
定
め

　
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る
事
故

　
（
財
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
発
生
し
た
も

　
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故

　
　
　
　
　
　
む

　
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
財
務
省
令
で
定
め

　
る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

　
て
、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す

　
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保
険
契
約
で
あ

　
つ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
財
務
省
令
で
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情

報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
ぴ
提
供
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ

　
と
。

二
　
出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三

　
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
四
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者

　
　
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

　
　
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

　
　
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
三
十
五

　
　
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組

　
　
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る

　
　
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範

　
　
囲
内
で
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額

　
　
と
す
る
。

　
　
一
　
当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に

　
　
　
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い

　
　
　
て
、
特
定
出
産
事
故
（
出
産
（
総
務
省
令
で
定
め

　
　
　
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る
事
故

　
　
　
（
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
発
生
し
た
も

　
　
　
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
　
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
総
務
省
令
で
定
め

　
　
　
る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。

　
　
　
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

　
　
　
て
、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負

　
　
　
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す

　
　
　
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保
険
契
約
で
あ

　
　
　
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

　
　
　
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
二
　
出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医

　
　
　
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
総
務
省
令
で
定
め

　
　
　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情

　
　
　
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
ぴ
提
供
の
適
正
か
つ

　
　
　
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら

　
施
行
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

　
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

　
い
う
。
）
前
に
出
産
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
日
雇
特
例

　
被
保
険
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被

　
扶
養
者
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児

　
一
時
金
又
は
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

　
置
）

第
一
一
一
条
　
施
行
日
前
に
分
べ
ん
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は

　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
船
員
保

　
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
又
は
家
族
出
産

　
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

　
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

　
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
前
に
出
産
し
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合

　
の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養

　
者
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
一
条
の
規

　
定
に
よ
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に

　
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
施
行
日
前
に
出
産
し
た
地
方
公
務
員
共
済
組
合

　
の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養

　
者
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
弟
六
十
三
条
の

　
規
定
に
よ
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
大
臣
　
鳩
山
　
邦
夫

　
　
財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

麻舛塩中
生添谷川

太要　昭
郎一立一



平成20年9月12日

第30回社会保障審議会医療保険部会
資料1

出産育児一時金制度の見直しについて
　　　　　　　　（産科補償制度関連）

φ厚生労働省



産科医療補償制度創設に向けたこれまでの取組状況

1．医療紛争処理のあり方検討会（自由民主党政務調査会）

（1）平成18年9月7日から11月17日までに6回開催
　　　O主に関係者からのヒアリング

（2）平成18年11月29日（第7回）
　　O「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」を公表

　　O公明党「医療事故に係る無過失補償制度とA　D　Rに関する検討ワー

　　　キングチーム」においても同様の結論

2．産科医療補償制度運営組織準備委員会（（財）日本医療機能評価機構）

（1）平成19年　2月19日
　　　O「産科無過失補償制度創設事業」の委託契約を締結

（2）平成19年　2月23日から12月19目までに11回開催
　　O関係者からのヒアリング及び補償制度の内容について検討

’　（3）準備委員会に産科医療補償制度に関する調査専門委員会を設置し、

　　　　平成19年　4月13日から11月16日までに5回開催
　　　　O脳性麻痺発生状況の調査、補償対象基準等を検討

（4）平成20年　1月23日（第12回）
　　O報告書のとりまとめ

3．社会保障審議会

（1）医療部会

　　　O　平成19年9月17日
　　　　　r緊急医師確保対策について（産科医療補償制度）」

　　　O　平成20年9月4日
　　　　　「産科医療補償制度」

（2）医療保険部会

　　○　平成19年9月20日
　　　　　r産科医療補償制度構築に向けてのこれまでの取り組み状況」



［・@噺　％　　　蓄講一輔 諏塀ム誠

産科医療補償制度の概要（平成21年1月1日～》
　1走蜘ノ諺　一躰　・

　の　　　み
O分娩機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった者に補償金を支払

O分娩機関は、補償金の支払いによる損害を担保するため、運営組織が契約者となる損害保険に加入する。

、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※対象者推計数：年間概ね500～800人）
O通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とする。

〔：灘繋嶽轟轟購識8身体障害者等級1’2級相当の重症者〕

O出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の者については、個別審査

3，000万円《一時金：600万円＋分割金：2，400万円（20年間》》 1［墾遜1
加　　’

O都道府県がHP等を通じて行う医療機能に関する情報提供の項目に本制度の加入状況を追加

O医療機関が広告できる項目に本制度加入を追加

O（財坦本匠療機能評価機構のHPを通じて加丞分娩機関を公表

纏O紛争の防止・早期解決のために、医学的観点から事例を分析し、結果を両当事者にフィードバック

O原因分析された各事例の公開により、同種の医療事故の再発防止等を図る。

g遅くとも5年後壷目処に、制磨臼容1こつし》て檜醒し、適宜必要な皐眞トを行う。



産科医療補償制度の概要’

補償金 〔一愉畿鋒講間）〕

妊
産
婦

分娩費

分
娩
機
関

掛　　金

運
営
組
織

『保険料 保
険
会
社舜全虚藁

譲
供
〕

　　　　　（審査）

　（原因分析・再発防止）
　　　　　合国の支援

安心できる産科医療の確保の観点
から、国はこれまで制度設計や普及

啓発のための費用を支援。

原因分析や再発防止のための費用
についても支援予定。



産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書　概要

1，基本的な考え方

○平成18年11月に自民党・医療紛争処理のあり方検討会においてとりまとめられ

　た「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」に沿って、本制度創設に向

　けた検討を行った。

○分娩に係る医療事故（過誤を伴う事故および過誤を伴わない事故の両方を含む。）

　により脳性麻痺となった児およびその家族の経済的負担を速やかに補償するととも

　に、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなど

　により、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とする。

○産科医療の崩壊を一刻も早く阻止する観点から、民間の損害保険を活用して早急な

　立ち上げを図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

○　制度未加入の分娩機関で出生した児は補償対象とならないため、原則としてすべて

　の分娩機関が本制度に加入する必要がある。

2．補償

○　分娩機関と妊産婦との間で取り交わした補償契約にもとづいて、当該分娩機関から

　当該児に補償金を支払う。分娩機関は補償金を支払うことによって被る損害を担保す

　るために、運営組織が契約者となる損害保険に加入する。

○　国は補償内容について標準約款で公示し、各分娩機関はこれに即して補償約款を定

　める。

○補償の対象は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とし、原則

　として出生体重2，0009以上かっ在船通数33週以上で、身体障害者等級1・2
級相当の重症者とする。’ ｽだし、先天性要因等の除外基準に該当するものを除く。

○出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、

分娩に係る医療事故に該当するか否かという観点から個別審査を行う。

O補償対象者数は概ね500～800人と見込まれるが、制度設計に際しては、この

推計数が地域性のある、かつ、限定された範囲のデータにもとづくことなどを踏まえ、

慎重に検討する必要がある。

O補償金の支払い方法は、看護・介護費用の一助という観点からは年金方式が望まし

いが、生存曲線に関するデータ不足等から商品化が極めて困難であるため、給付総額

　を予め定めた一時金＋分割金方式を提言する。

○　補償水準は一時金として数百万円、分割金として総額2千万円程度を目処とし、分

割金は原則として20年間、児の生存・死亡を問わず支給する。



O補償申請者は分娩機関であり、申請の期間は原則として生後1年以降、児の満5歳

　の誕生日までとする。

○補償対象か否かは運営組織が一元的に審査する。具体的には、医学的専門知識を有

　する産科医等による書類審査の結果を受けてr審査委員会」が最終決定を行う。

O　分娩機関に損害賠償責任がある場合は、本制度から支払われる補償金と損害賠償金

　が二重給付されることを防止するために調整を行う。

3．原因分析・再発防止

○　紛争の防止・早期解決のために、運営組織が委嘱した産科医が医学的観点から事例

　の分析を行い、その結果を運営組織に設置する産科医、助産師および学識経験者等を

　中心に構成されるr原因分析委員会」において最終確認のうえ、分娩機関と児・家族

　にフィードバックする。

○　運営組織にr再発防止委員会」を設置し、原因分析された個々の事例情報を体系的

　に整理・蓄積し、広く社会に公開することにより、将来の同種の医療事故の再発防止

等、産科医療の質の向上を図る。

4．運営組織

○　運営組織は、本制度の各種業務を円滑かっ全国的に行う能力を有しており、営利を

　目的としない公正で中立的な組織であることが必要である。

　　　　　　　　　　へ
5．制度創設時期および見直し

○本制度は平成20年度内の創設を目指す。なお、制度発足時は収支が破綻しないよ

　う余裕を持った設計とし、遅くとも5年後を目処に、制度内容について検証し、適宜

必要な見直しを行う。

6．広報　　　　　　　　　　　　　．

O運営組織、国や地方公共団体および関係団体等は連携し、積極的な広報活動を行う

　ことが重要である。

7．国の支援および連携

○　国が本制度に対し、出産育児一時金の適宜引き上げ、標準約款の公示、費用の支援、

加入率を高めるための施策の実施等の様々な支援を行うことが不可欠である。
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産斗 における無過 の みについて

平成18年11月29日
自由民主党政務調査会

社会保障制度調査会

医療紛争処理のあり方検討会

1　趣旨

O　分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で

　争われる傾向があり、このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一

　つo
O　このため、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、

　1）分娩に係る医療事故により障害等が生じた患者に対して救済し、

　2）紛争の早期解決を図るとともに、
　3）事故原因の分析を通して産科医療の質の向上を図る仕組みを創設。

2　制度の運営主体
O　日本医師会との連携の下、r運営組織」を設置。

O　運営組織が、補償対象かの審査や事故原因の分析を実施。

3　制度の加入者

O　医療機関や助産所単位で加入。

4　保険料の負担と、これに伴う分娩費用の上昇した場合の対応

O　医療機関や助産所が、運営組織を通じて保険会社に保険料を支払う。

O　保険料の負担に伴い分娩費用が上昇した場合は、出産育児一時金での対

　応を検討。
O　保険料の支払いについては、医療機関や助産所にとって加入しやすいも

　　のとするため、関係者の合意により、出産育児一時金の受取代理の仕組み

　　を活用する。

5　補償の対象者
O　補償の対象は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性麻痺となった場

　合とする。なお、通常の分娩の定義や障害の程度、・対象者の発生件数の調

　査など制度の詳細な仕組みについては、事務的に検討。

6　補償の領等
O　補償額については、保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定。

O　現段階では、O干万円前後を想定。

N



7　審査及び過失責任との関係

O　運営組織が、給付対象であるかどうかの審査を行うとともに、事故原因

　　の分析を実施。

O　事故原因等については、再発防止の観点から情報公開。

O　過失が認められた場合には、医師賠償責任保険等に求償。

8　目の支援

○　産科医の確保や事故原因の分析を通じて安心できる産科医療が確保さ

　　れ、ひいては、少子化対策にも資することから、、国は制度設計や事務に要

　　する費用の支援を検討。

9　その他
O　この制度は、喫緊の課題である産科医療についての補償制度の枠組みで

　　はあるが、今後、医療事故に係る届出の在り方、原因究明、紛争処理及び

　　補償の在り方についても具体化に向けた検討を進める。



　　　　産科医療補償制度創設に伴う一

出産育児一時金等の支給額の見直しについて

（1）現行の取扱い

　健康保険法（大正11年法律第70号）においては、被保険者（又

は被扶養者）が出産をしたとき、出産育児一時金（又は家族出産育

児一時金）として1児につき35万円を支給する。

　出産費用は、助産所や医療機関によって異なることから、出産育

児一時金の額は、旧国立病院における分娩費の全国平均を勘案して

定めているところ。

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ

i根拠条文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　O　健康保険法（大正1㌔年法律第70号）　（抄）　　　　　　　　1
じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

i第百一条　被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令i
じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

1　で定める金額を支給する。　　　　　　　　　　　　　　　　　i
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

i　O　健康保険法施行令（大正15年勅令2．43号）　（抄）　　　　　　i
じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

i第三十六条　法第百一条の政令で定める金額は、三十五万円とする。　i
・一…　　．一．一一一一一晶一一－一一－一－－一一一一一一昌一－一一一層層噛一－一響層－一．r．‘一』一直一昌．』＾一一一一一一一一一一一一一．一，，－督－－一＿＾＾－一－督一一一一一－量一－層一，轟・一一一一一一一昌一一一一冒一」

（※）　市町村国民健康保険にあっては条例で定めるところにより、被

　　保険者が出産をしたとき出産育児一時金を支給することとなつ

　　ている。　（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第58

　　条。大半の市町村において35万円と定めている。）

（2）支給額の見直しについて

　平成21年1月1日より産科医療補償制度が創設されることに伴

い、出産費用の上昇が見込まれるため、同日より、出産育児一時金

等の支給額を1児につき35万円から38万円に引き上げることを
検討しているところ。



○　出産育児一時金（平成17年度給付実績）

政府管掌健康保険

日雇特例

船員保険

組合管掌健康保険

国家公務員共済組合

地方公務員共済組合

私学共済

国民健康保険

うち市町村国保

うち国保組合

保険制度計

件数　　（干件）

410

0

1

353

32

71

10

229

195

34

1，106

出典：　政府管掌健康保険、目雇特例被保険者、船員保険

　　　　　　　　　　　　　…「社会保険庁事業年報　平成17年度』

　　　国家公務員共済組合…「平成17年度　国家公務員共済組合事業統計年報』

　　　地方公務員共済組合…r平成17年度　地方公務員共済組合等事業年報』

　　　私学共済…r私学共済制度　事業統計　平成17年度』

　　　　国民健康保険…「平成17年度　国民健康保険事業年報」
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